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乳児用液体ミルクの許可基準及び表示許可一部改正についての声明 
 
 
 2018年 8月消費者庁において、乳児用調整液状乳（液体ミルク）の許可基準設定、表示許可等

の一部改正が行われた。乳児用ミルクは母乳以外の栄養も必要とする乳児の健康を守るための製

品であり、小児・成人の食品とは異なり厳密な成分の規定や販売促進に関する法制の整備が重要

であることから、当団体ではこの改正を高く評価し、広く周知されることを願って声明を発表す

る。 

 
 わが国では昨今の度重なる災害を経験し、母乳代用品としての乳児用液状乳、いわゆる「液体

ミルク」の導入が提案されてきた。これを受けて政府では国内での液体ミルク製造に関して、関

係者間での調整・検討が行われてきた。 

厚生労働省の調査によれば、妊娠中の女性の 9 割以上が母乳で育てることを希望している 1)。

反面「母乳が不足しているのではないか」という不安感から、（医学的には）不足していないにも

かかわらず乳児用ミルクを使用する母親は多い。そのような不適切な乳児用ミルクの使用は、授

乳回数の減少につながり、乳房内への母乳の過度な貯留を引き起こす。その結果、生理的反応と

して母乳分泌が抑制され、母乳育児が続けられなくなることが往々にして認められる。 
このような現状をふまえて、新たに液体ミルクに関する規定を作成するにあたっては、単に使

用方法、保存方法などの取り扱いについてだけでなく、母乳育児を保護するためにも配慮されな

ければならない。 

 消費者庁の「健康や栄養に関する表示の制度について」において以下の 2 つの設定･改正が公表

された。（平成 30 年 8 月 8 日） 

１、特別用途食品における乳児用液体ミルクの許可基準設定について 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promoti

on_180808_0003.pdf 

以下の 3項目が設定された。（引用） 

○ 特別用途食品における乳児用調製乳の区分追加  

乳児用液体ミルクの名称を乳児用調製液状乳とした上で、新たに「乳児用調製乳」の区

分を追加し、その下に「乳児用調製粉乳」及び「乳児用調製液状乳」 の区分を設定。  

○ 乳児用調製液状乳の必要的表示事項を規定 

当該食品が母乳の代替食品として使用できるものである旨（ただし、乳児 にとって母

乳が最良である旨の記載を行うこと。）、標準的な使用方法等の必要 的表示事項を新た

に規定。 

○ 乳児用調製乳の許可基準にセレンを追加（平成 34 年 4月 1日から適用） 

食品衛生法に基づく食品添加物の規格基準の改正に係る検討状況を踏まえ、新たに成分

組成の基準に、セレンを追加。 

２、「特別用途食品の表示許可等について」の一部改正について

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promoti

on_180808_0006.pdf 

別添 2 特別用途食品の取扱い及び指導要領 

(3) 表示等の取扱い 

ア 表示の内容、広告等については、虚偽又は誇大な記載をすることのないようにするこ

と。 

なお、乳児用調製乳においては、乳児にとって母乳が最良である旨の記載の妨げとなる

ことを防止するため、当該製品が乳児にとって最良であるかのように誤解される文章、イ

ラスト及び写真等の表示は望ましくない。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/health_promotion_180808_0003.pdf
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